
18�平成28年11月号

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時
▷社協各支所＝午前10時～正午　※社協豊
田支所の年金相談は午後４時まで
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）
日 場所／相談員 問
２ 社会福祉センター／□民・□人

①

10

彦島公民館／□民・□人・□行

長府東公民館／□民・□人・□行

川中公民館／□民・□人・□行

16 社会福祉センター／□民・□人・□行・□社

17 安岡公民館／□民・□人

24
小月公民館／□民・□人

勝山公民館／□民・□人・□行

10 菊川町総合福祉会館／□人・□司・□行 ②

25 社協豊田支所／□人※・□行・□年 ③

15 川棚公民館／□人
④

22 豊浦総合支所／□行

21 豊北保健センター／□民・□人・□行 ⑤

□民…民生児童委員　　□人…人権擁護委員
□行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
□司…司法書士　　　　□社…社会保険労務士
□年…年金事務所

月の総合相談
（心配ごと相談）11

は
歯
科
医
院
に
問
い
合
わ
せ
を

■対
国
民
健
康
保
険
加
入
者　
■期
１１
月
１４

日
～
１９
日　
■持
国
民
健
康
保
険
証

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
２６
年
１２

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

特
定
健
診
の
受
診
は
お
済
み
で
す
か

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
４０

歳
～
７４
歳
の
方
が
対
象
で
す
。
健
診
に

よ
り
生
活
習
慣
病
な
ど
の
発
症
を
予
防
・

早
期
発
見
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
受
診

高
齢
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

●
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
＝
■対
市
内
に

居
住
し
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
６５
歳

以
上
の
高
齢
者
か
重
度
身
体
障
害
者
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方　
▽
体

の
状
況
か
ら
座
位
を
保
つ
こ
と
が
困
難

な
方　
▽
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
に
よ

ら
な
け
れ
ば
、
外
出
が
困
難
な
方　
▽

問
題
行
動
を
伴
う
認
知
症
な
ど
で
一
般

の
理
美
容
店
の
利
用
が
困
難
な
方　
■内

対
象
者
の
自
宅
を
訪
問
し
、
理
髪
を
行

い
ま
す
。
１
年
度
に
６
回
ま
で
。
※
８

月
～
１１
月
に
申
請
し
た
方
は
４
回
、
１２

月
以
降
に
申
請
し
た
方
は
２
回
ま
で　

■料
実
施
店
の
所
定
の
料
金

●
寝
具
洗
濯
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
＝
■対
市
内

に
居
住
し
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
３

カ
月
以
上
の
寝
た
き
り
の
方
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方　
▽
６５
歳
以

上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
方　
▽

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方　
▽
一
人
暮

ら
し
の
重
度
身
体
障
害
者
の
方　
■内
寝

た
き
り
の
方
が
使
用
し
て
い
る
布
団
、

毛
布
な
ど
を
洗
濯
、
乾
燥
す
る
サ
ー
ビ

ス
。
１
年
度
に
３
回
ま
で　
※
１０
月
～

１２
月
に
申
請
し
た
方
は
２
回
、
１
月
以

降
に
申
請
し
た
方
は
１
回　
※
１
回
で

布
団
な
ど
４
枚
ま
で
可　
■料
費
用
の
１
割

■問
長
寿
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
２8７-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
７8２-

１
９
２
２
）

歯
の
無
料
健
康
診
断
を

　
市
内
の
歯
科
医
師
会
加
入
の
医
院
で

無
料
健
康
診
断
を
行
い
ま
す
。
※
詳
細

し
て
く
だ
さ
い
。
受
診
券
を
紛
失
し
た

方
は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で
連
絡
を
。

※
今
年
度
す
で
に
受
診
し
た
方
、
国
保

人
間
ド
ッ
ク
を
利
用
し
た
方
は
申
し
込

み
で
き
ま
せ
ん　

■期
平
成
２９
年
３
月
２５
日（
土
）ま
で　
■料

１
０
０
０
円　
■申
市
内
の
協
力
医
療
機

関
へ
事
前
に
電
話
な
ど
で
確
認
を
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
６
６
８
）

国
民
健
康
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
１１

月
３０
日（
水
）で
す
。
新
し
い
保
険
証
を

１１
月
３０
日
ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し

ま
す
。「
国
民
健
康
保
険
証
の
更
新
に
つ

い
て
」の
は
が
き
が
届
い
た
方
は
、
保
険

年
金
課
徴
収
係（
市
役
所
本
庁
舎
新
館
１

階
）か
、
管
轄
の
総
合
支
所
で
の
更
新
と

な
り
ま
す
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の
受
診
を

　
対
象
者
に
は
受
診
券
を
送
付
済
み
内

■期
平
成
２９
年
３
月
３１
日（
金
）ま
で　
■内

▽
健
診
項
目
＝
問
診
、
診
察
、
血
液
検

査（
貧
血
検
査
含
む
）、
尿
検
査　
▽
受

診
機
関
＝
市
内
の
各
医
療
機
関（
受
診
券

と
一
緒
に
一
覧
表
を
送
付
）　
▽
受
診
券

を
紛
失
し
た
場
合
＝
被
保
険
者
証
を
持

っ
て
、
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
で
受
診
券

の
再
交
付
申
請
を
。　

▽
結
果
＝
受
診

し
た
健
診
機
関
か
ら
郵
送
で
通
知
す
る

か
、
直
接
結
果
を
説
明　
■料
５００
円　
■持

健
康
診
査
受
診
券（
み
ず
色
の
紙
）、
質

問
票（
質
問
が
記
載
し
て
あ
る
紙
）、
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
） 

控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料

控
除
の
対
象
で
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

日
～
１２
月
３１
日
に
納
付
し
た
全
て
の
保

険
料
が
対
象
で
す
。
保
険
料
の
納
付
者

に
は
、
１１
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

ら「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
は
、
こ
の
証
明
書

か
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１０
月
１
日
～
１２
月
３１
日
に
今
年
は
じ

め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
来
年

２
月
上
旬
に
送
付　
※
家
族
の
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
も
、
社
会
保
険
料
控

除
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
家
族

宛
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付

し
て
申
告
を　
※
問
い
合
わ
せ
は
、
専

用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
０
５
７
０-

０５8-

５５５
）へ

■問
保
険
年
金
課（
☎
２３１-

１
９
３
１
）、
下

関
年
金
事
務
所（
☎
２３8-

０
０
７
１
）

  

相
　
談

婦
人
相
談
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力（
Ｄ
Ｖ
）や
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
な
ど
女
性
に
関
わ
る
問
題
に
つ
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

い
て
婦
人
相
談
員
が
面
接（
要
予
約
）、

電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■日
毎
週
月
曜
日
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

午
後
４
時　
※
祝
日
休
み　
■所
市
民
相

談
所（
市
役
所
本
庁
舎
新
館
５
階
）　
▽

相
談
電
話
＝
☎
２３１-
１
１
５
６

■問
福
祉
政
策
課（
☎
２３１-
１
４
１
８
）

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
北
総
合
支
所
＝
■日
１１
月
１8
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時

■定
６
人（
先
着
順
）

■申
１１
月
１
日
～
１8
日
に
、
電
話
で
豊
北

総
合
支
所（
☎
７8２-

１
９
１
７
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
※
祝
日
休
み　
■定
１２
人（
相
談
日
の

１
週
間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
８
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

ハ
ト
マ
ー
ク
空
き
家
無
料
相
談
会

　
山
口
県
宅
建
協
会
に
よ
る
空
き
家
の

利
活
用
や
相
続
な
ど
に
関
す
る
無
料
相

談
会
を
行
い
ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み

は
不
要
で
す
が
、
で
き
る
限
り
空
き
家

の
資
料
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■対
空
き
家
所
有
者
な
ど　
■日
１１
月
２３
日

（
水
）午
後
１
時
３０
分
～
４
時　
■所
シ
ー

モ
ー
ル
下
関（
竹
崎
町
四
丁
目
）　
■内
▽

司
法
書
士
に
よ
る
空
き
家
に
関
す
る
家

族
信
託
と
成
年
後
見
制
度
セ
ミ
ナ
ー（
午

後
１
時
３０
分
）　

▽
宅
地
建
物
取
引
士
、

司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
税
理

士
に
よ
る
個
別
相
談
会（
午
後
２
時
３０
分
）

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

全
国
一
斉
　
女
性
の
人
権 

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
、
女
性
を

め
ぐ
る
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
法
務
局

職
員
や
人
権
擁
護
委
員
が
電
話
で
相
談

を
受
け
ま
す
。

■期
１１
月
１４
日
～
２０
日　
午
前
８
時
３０
分
～

午
後
７
時　
※
土
・
日
曜
日
は
午
前
１０

時
～
午
後
５
時　
▽
専
用
電
話
＝
☎
０

５
７
０-
０７０-
8１０

■問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

�
（
☎
２２２-

０
８
２
７
）

「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
下
関
」 

相
談
窓
口
の
利
用
を

　
青
少
年
の
友
人
・
家
族
・
異
性
関
係
、

ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
相
談

に
応
じ
ま
す
。

■対
悩
み
を
持
つ
青
少
年
、

そ
の
保
護
者
な
ど　
■日
平
日
の
午
前
１１

時
～
午
後
７
時　
▽
相
談
電
話
＝
☎
２３１-

７
８
３
８（
面
談
は
要
予
約
）　
▽
相
談

メ
ー
ル
＝

kisoudan@
city.shim

o�
noseki.yamaguchi.jp

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

７
９
６
８
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
１１
月
７
日（
月
）午
前
９
時
１５
分
～
午

後
２
時
４５
分　
■所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ　

■内
相
続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予

約
不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書

士
会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
２8２-

０
１
６
０
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

２
０
５
４
）

お
知
ら
せ

年
末
調
整
説
明
会
と 

税
に
関
す
る
１１
月
の
催
し

■
年
末
調
整
説
明
会

▽
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ
海
の
ホ
ー
ル
＝
■対

菊
川
・
豊
田
・
豊
浦
・
豊
北
町
以
外
の

方　
■日
１１
月
１７
日（
木
）午
後
１
時
３０
分
～

３
時
３０
分　
※
無
料
駐
車
場
な
し
。
公

共
交
通
機
関
の
利
用
を

▽
ア
ブ
ニ
ー
ル
＝
■対
菊
川
・
豊
田
・
豊

浦
・
豊
北
町
の
方　
■日
１１
月
２２
日（
火
）

午
後
１
時
３０
分
～
３
時
３０
分

※
申
告
は
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士

事
務
所
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
で
き

る「e イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-Tax

」を
、納
付
は
自
宅
や
オ
フ
ィ

ス
か
ら
納
付
可
能
な「
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
」

の
利
用
を

■
税
に
関
す
る
１１
月
の
催
し

　
１１
月
１１
日
～
１７
日
は「
税
を
考
え
る
週

間
」で
す
。

▽
税
に
関
す
る
作
品（
中
学
生
の
作
文
・

習
字
、
小
学
生
の
絵
は
が
き
）な
ど
の
展

示
＝
■期
■所
１１
月
１
日
～
７
日
／
シ
ー
モ
ー

ル
下
関
２
階（
竹
崎
町
四
丁
目
）、
１１
月

５
・
６
日
／
豊
田
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

１１
月
１１
日
～
１8
日
／
豊
北
総
合
支
所
・

川
棚
公
民
館
、
１１
月
１９
・
２０
日
／
ア
ブ

ニ
ー
ル　
▽
税
理
士
に
よ
る
税
の
無
料

相
談
＝
■日
１１
月
７
日（
月
）午
前
１０
時
～

午
後
４
時　
■所
シ
ー
モ
ー
ル
下
関
２
階

■問
下
関
税
務
署（
☎
２２２-

３
４
４
１
）

最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

■内
▽
山
口
県
最
低
賃
金
＝
１
時
間
７５３
円

※
特
定
の
産
業
に
は
特
定（
産
業
別
）最

低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す　
※
パ
ー

ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
め
全
て
の

労
働
者
に
最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
が
支

払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

■問
厚
生
労
働
省
山
口
労
働
局
賃
金
室（
☎

０8３-

９９５-

０
３
７
２
）、
下
関
労
働
基
準
監

督
署（
☎
２６６-

５
４
７
６
）

無
料
耐
震
診
断
ｉｎ
菊
川
文
化
産
業
祭

■対
木
造
住
宅
の
所
有
者　
■日
１１
月
１９
・

２０
日　
午
前
１０
時
～
午
後
２
時　
■所
ア

ブ
ニ
ー
ル　
■内
診
断
ソ
フ
ト
を
利
用
し

た
簡
易
な「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
」（
１
時

間
）※
子
ど
も
向
け
の
耐
震
ク
イ
ズ
も
開

催　
■持
自
宅
の
建
築
時
の
図
面　
※
診

断
希
望
者
が
多
数
の
場
合
は
お
断
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

女
性
の
た
め
の
就
職
フ
ェ
ア

■日
１２
月
６
日（
火
）午
前

１０
時
３０
分
～
午
後
３
時

３０
分　
■所
勝
山
公
民
館

①
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

（
午
前
１０
時
３０
分
～
午
後
０
時
３０
分
）＝

■内
■師
■定
▽「
期
待
を
チ
ャ
ン
ス
に
す
る
た

め
に
～
ひ
と
つ
先
の
未
来
へ　
わ
た
し

ら
し
く
働
く
～
」／
小
出�

真
由
美
氏（
キ�

ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）／
２０
人　
▽

「
自
分
の
強
み
や
持
ち
味
を
見
つ
け
よ
う
」

／
余
田�

彩
氏（
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
）／
２０
人　
②
企
業
就
職
説
明
会（
午

後
１
時
３０
分
～
３
時
３０
分
）＝
■内
パ
ー
ト

な
ど
を
含
む
女
性
の
採
用
に
積
極
的
な

企
業
が
参
加
予
定
。（
参
加
企
業
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
随
時
掲
載
予
定
）※
事
前
申

込
不
要
、
履
歴
書
不
要
、
子
ど
も
と
一

緒
に
参
加
可　
※
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
マ
ザ
ー

ズ
コ
ー
ナ
ー
出
張
相
談
や
、
子
育
て
の

悩
み
も
相
談
で
き
る
交
流
会
コ
ー
ナ
ー

も
同
時
開
催　
■申
①
は
郵
送
か
フ
ァ
ク

ス
で
、
各
庁
舎
、
施
設
に
設
置
の
申
込

欄
つ
き
チ
ラ
シ（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）を
送
る
か
、
郵
送
か

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
で
、
○必（
７
㌻
）と
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
求
職
登
録
の
有
無
を
産
業

立
地
・
就
業
支
援
課（
〒
７５０-

０
０
０
９�

市
内
上
田
中
町
一
丁
目
１６
番
３
号　

２３５-

０
９
１
０
）へ
。

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

１１
月
の
臨
時
休
業
・
休
場
日

●
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
下
関
駅
前
＝

■日
１１
月
２４
日（
木
）※
１１
月
２３
日（
水
）は

正
午
～
午
後
５
時
ま
で
開
業

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３１-

１
１
９
０
）

●
新
下
関
市
場
＝
■日
１１
月
９
・
１６
日
、

日
曜
日
・
祝
祭
日

■問
青
果
市
場
室（
☎
２５６-

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
■日
１１
月
１６
日（
水
）

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）


